
京
都
大
学
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
安
全
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
百
四
十
号
）

京
都
大
学
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
達
示
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
指
針
（
平
成
十
四
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
号
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う

」
を
「
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規

。
）

制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ

。
）

る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・

環
境
省
令
第
一
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う

）
及
び
研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
に
当
た
つ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措

。

置
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
・
環
境
省
令
第
一
号
。
以
下
「
二
種
省
令
」
と
い
う

」
に
改
め
る
。

。
）

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
、
施
行
規
則
及
び
二
種
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験

二
種
省
令
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
遺
伝
子
組
換
え
実
験
及
び
自
然
条
件
に
お
い
て
個
体
に
成
育
し
な
い
細
胞
を
宿
主
と
し

て
用
い
る
遺
伝
子
組
換
え
実
験

二

機
関
承
認
実
験

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
の
う
ち
、
二
種
省
令
第
五
条
に
よ
り
法
第
十
二
条
の
拡
散
防
止
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

三

大
臣
確
認
実
験

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
の
う
ち
、
二
種
省
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
使
用
等
す
る
実
験
で
、
法
第
十
三
条
の
規
定

に
よ
り
当
該
使
用
等
に
際
し
、
拡
散
防
止
措
置
に
つ
い
て
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
要
す
る
も
の

第
三
条
中
「
総
長
」
を
「
研
究
担
当
の
理
事
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
研
究
協
力
部
長
」
を
「
研
究
・
国
際
部
長
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
、
か
つ
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
中
「
指
針
」
を
「
法
、
施
行
規
則
、
二
種
省
令
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
実
験
は
」
を
「
実
験
を
実
施
す
る
場
合
、
実
験
責
任
者
は
」
に

「
指
針
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
実
験
の
内
容
に
応
じ
て
安
全
度
の
評
価
を

、

行
い
、
物
理
的
封
じ
込
め
及
び
生
物
学
的
封
じ
込
め
の
二
種
の
封
じ
込
め
の
方
法
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
行
わ
」
を
「
法
第
十
二
条
及
び
二
種
省
令
第
五
条
又

は
法
第
十
三
条
に
定
め
る
拡
散
防
止
措
置
を
執
ら
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
・
設
備
を
指
針
に
定
め
る
物
理
的
封
じ
込
め
の
基
準
に
従
つ
て
設
置
し
」
を
「
等
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
拡
散
防
止
措
置
の

、

」

、

「

」

「

」

う
ち

二
種
省
令
別
表
第
二
か
ら
第
五
ま
で
に
定
め
る
措
置
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
措
置
を
講
じ

に
改
め

同
条
第
二
項
中

・
設
備

を

等

に

「
指
針
に
定
め
る
物
理
的
封
じ
込
め
の
基
準
」
を
「
二
種
省
令
別
表
第
二
か
ら
第
五
ま
で
の
規
定
に
よ
る
拡
散
防
止
措
置
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
受

、
け
た
拡
散
防
止
措
置
」
に
改
め

「
指
針
に
定
め
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

、

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
六
条

機
関
承
認
実
験
又
は
大
臣
確
認
実
験
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
実
験
責
任
者
か
ら
そ
の
実
験
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
所
定
の
申
請
書
を
部

、

。

。

局
の
長
を
経
て
総
長
に
提
出
し
て

そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

承
認
を
受
け
た
実
験
の
実
施
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る

２

総
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
委
員
会
の
議
を
経
て
そ
の
承
認
、
不
承
認
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
実
験
に
関
し

文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
議
を
経
た
後
そ
の
手
続
を
経
て
、
承
認
、
不
承
認
を
決
定
す
る
。

３

総
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
部
局
の
長
を
経
て
そ
の
申
請
に
係
る
実
験
責
任
者
に
通
知
す
る
。

第
十
八
条
中
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
八
条

実
験
責
任
者
は
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
が
終
了
し
た
と
き
又
は
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
を
中
止
し
た
と
き
は
、
所
定
の
報
告
書
を
部
局
の
長
を
経
て
総

長
に
提
出
し
、
適
正
に
当
該
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
処
分
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
中
「
で
、
指
針
別
表
七
の
宿
主
―
ベ
ク
タ
ー
系
及
び
供
与
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
組
合
せ
を
用
い
、
か
つ
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
に
関
し
、
こ
の
規
程
及

び
指
針
」
を
「
は
、
二
種
省
令
に
お
い
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
が
安
全
性
等
に
鑑
み
Ｐ
１
レ
ベ
ル
（
二
種
省
令
第
五
条
第
一
号
、
別
表
第
二
）
の
実
験
と
さ

れ
、
こ
の
規
程
及
び
二
種
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
を
適
切
に
指
導
し
」
を
「
に
教
育
訓
練
を
行
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
、
実
験
に
用
い
る

宿
主
―
ベ
ク
タ
ー
系
及
び
供
与
Ｄ
Ｎ
Ａ
並
び
に
組
換
え
体
」
を
「
及
び
実
験
に
用
い
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
実
験
に
用
い
る
宿

主
―
ベ
ク
タ
ー
系
及
び
供
与
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
指
針
別
表
七
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
教
育
目
的
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
」

に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。



第
二
十
六
条
第
三
項
中
「
指
針
」
を
「
法
、
施
行
規
則
、
二
種
省
令
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
組
換
え
体
」
を
「
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
京
都
大
学
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
達
示
第
十
三
号

」
を
「
京
都
大
学
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示

）

第
百
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
物
理
的
封
じ
込
め
」
を
「
拡
散
防
止
措
置
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号

中
「
組
換
え
体
」
を
「
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
指
針
」
を
「
法
、
施
行
規
則
及
び
二
種
省
令
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
を
削
る
。

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
及
び
廃
棄
物
を
実
験
施
設
外
へ
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
実
験
責
任
者
又
は
そ
の
指
示
を
受
け
た
者
は
、
二
種
省
令
第
七
条
の

規
定
に
よ
る
拡
散
防
止
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
ほ
か
、
実
験
責
任
者
又
は
そ
の
指
示
を
受
け
た
者
は
、
当
該
運
搬
に
係
る
容
器
に
、
当
該
生
物
が
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
内

容
、
運
搬
元
、
運
搬
先
の
機
関
及
び
責
任
者
の
連
絡
先
を
明
示
し
、
必
要
に
応
じ
事
故
時
の
対
応
方
法
を
示
し
た
文
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
及
び
廃
棄
物
を
実
験
施
設
外
へ
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
実
験
責
任
者
は
、
そ
の
都
度
、
運
搬
す
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
名
称
、

数
量
並
び
に
運
搬
先
の
機
関
名
及
び
責
任
者
名
を
記
録
し
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
Ｐ
２
レ
ベ
ル
以
下
の
拡
散
防
止
措
置
を
必
要
と
す
る
遺
伝
子

組
換
え
生
物
等
の
記
録
は
、
実
験
記
録
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

大
量
培
養
実
験
の
場
合
に
お
い
て
、
Ｌ
Ｓ
Ｃ
、
Ｌ
Ｓ
１
レ
ベ
ル
又
は
特
別
な
拡
散
防
止
措
置
で
用
い
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
及
び
廃
棄
物
を
大
量
培
養
実

験
区
域
の
外
に
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
Ｐ
２
レ
ベ
ル
以
下
の
拡
散
防
止
措
置
を
必
要
と
す
る
場
合
と
同
様
に
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物

が
Ｌ
Ｓ
２
レ
ベ
ル
以
上
で
用
い
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
及
び
廃
棄
物
の
場
合
に
は
、
Ｐ
３
レ
ベ
ル
以
上
の
拡
散
防
止
措
置
を
必
要
と
す
る
場
合
と
同
様
に
取

り
扱
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
質
等
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
実
験
責
任
者
又
は
そ
の
指
示
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
物
質
等
を
廃
棄

前
に
確
実
に
消
毒
又
は
滅
菌
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
組
換
え
体
」
を
「
遺
伝
子
組
換
え
生
物
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
二
十
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
九
条

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
及
び
廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
二
種
省
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
拡
散
防
止
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
ほ
か
、
実
験
責
任
者
は
、
所
定
の
保
管
記
録
を
作
成
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
Ｐ
２
レ
ベ
ル
以
下
の
拡
散
防
止
措
置
を
必
要
と

す
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
及
び
廃
棄
物
の
記
録
は
、
実
験
実
施
の
記
録
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六
年
二
月
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第

二
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


